
掲示期間 3.31-4.9 

新潟市消防局自動車運転者服務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年３月３１日 

新潟市消防局訓令第１８号 

新潟市消防局長 阿部 一彦   

新潟市消防局自動車運転者服務規程の一部を改正する規程 

新潟市消防局自動車運転者服務規程（昭和４８年消防本部訓令第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条中「消防長及び消防署長」を「消防局長及び所属長」に改める。 

第６条第３号中「フードブレーキ」を「フットブレーキ」に改め、同条第１１号中「常

に前方を注視し」を削り、同条第１２号中「を施し、又は」を「を施すとともに、」に改

め、同条第１３号を削る。 

第７条第１項第１号中「踏切警手のいない踏切又は」を削り、同条第２項中「車内伝達

は、次の要領により行なわなければならない。」を「車内伝達及び降車誘導時の伝達は、

安全を最優先とし確実に実施しなければならない。」に改め、同条第２項の表及び同条第

３項から第５項までを削る。 

第９条第１項第１号中「所属長に速報」を「消防指令管制センターに速報したのち、所

属長に報告」に、同第２号中「すみやかに所属長に報告」を「消防指令管制センターに速

報したのち、所属長に報告」に改め、同条第２項中「別記第１号様式」を「別記様式第１

号」に、「消防長」を「消防局長」に改める。 

第１１条を次のとおり改める。 

（身上異動等の報告） 

第１１条 運転者は、所属異動した場合又は運転免許証の記載事項に変更が生じたと

きは、すみやかに運転免許証の写しを安全運転管理者に提出しなければならない。 

別記第１号様式及び別記第２号様式を削る。 

附則の次に次の様式を加える。 



 

別記様式第１号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


